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宮城のお正月の風物詩と言えば，仙台初売りがあります

ね。皆さんは何か購入されますか？（購入されましたか？） 

中には，初売りで今話題のスマートフォンを買う方もい

らっしゃると思います。 

スマートフォンは，パソコンのように多様なウェブサイ

トにアクセスしたり，アプリケーションソフトをダウンロ

ードして利用者が機能の追加をすることができるため，近

年急速に普及が進んでいます。その一方，スマートフォン

の特性についての情報が消費者に十分行き渡っていないせ

いか，様々なトラブルが生じています。 

宮城県消費生活センターにも，「携帯電話だと思い購入し

たが，機能がかなり異なっていた。解約したい。」といった

相談が寄せられています。 

今回は，相談の傾向と，トラブルに遭わないための注意

点を御紹介します。 
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◆急増するスマートフォントラブル 

◆増加する自転車事故について 

◆困ったときは，消費者ホットライン 
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急増するスマートフォントラブル 
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 不具合・故障が頻発。 

 すぐ電池がなくなる。 

 メールやインターネッ

トをあまり利用してい

ないのに，パケット料

金が上限になる。 

 通信制限があり，動画

が見られない。 

 

相談の傾向 

 

① 機器に不具合が起きたときは，症状を確認し携帯電話

会社のショップなどへ伝えましょう。 

② アプリケーションソフトをダウンロードする際は内容

をよく理解しましょう。 

③ 海外に持って行く場合は，料金体系と端末の設定を事

前に確認しておきましょう。 

トラブルに遭わないための注意点 

 



 

 

 

通勤や通学，レジャーなど，生活の一部になっている自転車。特に３月の大震災で，移

動手段としての自転車の重要性が再認識されました。 

一方，自転車による事故は跡を絶たず，死亡事故や重傷事故など被害が大きくなるケー

スも少なくありません。 

独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）製品安全センターに通知された製品事

故情報のうち，自転車等の事故は，平成１８年度から平成２２年度の５年間に５４０件あ

りました。この件数は，交通事故を除いたもので，「製品の不具合による事故」や「使用

者の不注意による事故」の件数を積み上げたものです。 

事故の内容について調査したところ，次のような事故が多く発生していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車等の事故は年々増加傾向にあり，平成１９年度には９０件だった事故発生件数は，

平成２２年度には１６６件にも上りました。また，死亡事故や重傷事故につながるケース

も発生しています。 

自転車を運転する際は，交通ルールを守ることはもちろん，日常の点検や整備を行い，

危険な事故の回避に努めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）ミニポスターより抜粋 

 

増加する自転車事故について 

 下り坂や曲がり道等でバランスを崩して転倒した。 

 締付不足により，部位（ハンドル，ペダル・クランク，

スポーク車輪等）の固定ボルトが緩んだため操作不能

になった。 

 転倒等の衝撃により，亀裂が生じ，繰り返しの荷重に

よって折損した。 

 車輪に異物・泥よけを巻き込んだ。 

 過大な衝撃や荷重によって破損した。 



※  

 

 

消費者ホットラインは，消費生活センターなどの消費生活相談窓口を御存知ない消費者

の方に近くの消費生活相談窓口を案内するもので，消費者庁が開設しました。年末年始を

除いて，原則として毎日利用できます。 

消費生活相談でどこに相談してよいか分からない場合には，一人で悩まずに消費者ホッ

トラインを御利用ください。詳細については，消費者庁のホームページを御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県消費生活センターは，１２月２９日（木）から１月３日（火）

まで，業務を休止いたします。電話での相談対応もお休みです。御了承

ください。 

困ったときは，消費者ホットライン 

年末年始におけるセンター業務休止のお知らせ 


